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９ 家畜保健衛生所における危機管理意識向上と 
衛生対策モデル構築への取組み 
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当所では、農家立入り時及び帰庁時の衛生管

理について、独自にマニュアルを策定し、衛生

対策の徹底と職員の危機管理意識の向上を図っ

ている。また、本取組みに準じて指導を行い、

農家等の衛生意識の向上に努めているので、そ

の概要を報告する。 

 

１ 背景 

（１）家畜伝染病予防法の改正 

 平成22年度の口蹄疫および高病原性鳥インフ

ルエンザの発生を受け、家畜防疫体制の強化を

図るため、家畜伝染病予防法が改正された。こ

の改正により、家畜の所有者は消毒設備を設置

し、それを利用して人や物の消毒を実施するこ

とが義務付けられた。これを受け、家畜保健衛

生所（家保）では農場への立入りを実施し、消

毒設備の設置や消毒の実施状況などを確認し、

飼養衛生管理基準に基づいた指導を行ってい

る。指導の結果、農場では、立入制限を示す看

板や消毒槽の設置、消石灰散布、消毒ゲートの

設置などの衛生対策がとられるようになり（写

真－１）、これらの対策は現在でも継続して行

われている。 

 

写真－１ 農場での衛生対策

 

（２）家畜保健衛生所の対応 

 家保では、敷地入り口への消石灰散布や動力

噴霧器による農場に出入りした車両の消毒、庁

舎入り口に消毒マットを設置、農場出入り時の

長靴消毒など、畜産施設に立入り指導する機関

として、自らも徹底した衛生対策を実施してき

た（図－１）。 

 

図－１ 家畜保健衛生所での対応

•敷地入り口への消石灰散布
•動力噴霧機による農場出入り
車両の消毒

•庁舎入り口に消毒マット設置
•農場立入り時に長靴の消毒

徹底した衛生対策を実施

 

 

（３）豚流行性下痢（PED）の発生 

 以上のような対応により、近年まで本県での 

監視伝染病の流行はみられなかったが、平成 26 

年３月に PED の発生が確認された。本県での発

生は、延べ 34 農場で約１万２千頭が死亡、特に

当所管内においては、延べ 26 農場で約１万頭の

死亡が確認され、大きな被害を被った。 

PED が発生した農場における環境中のウイル

ス調査では、図－２に示すとおり、農場事務所

の床やドアノブ、さらには従業員の通勤用車両

からもウイルス遺伝子が検出された。 
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図－２ PED発生農場での環境調査
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このことは農場での衛生対策に何らかの不備が

あったことを示唆しており、そこから病原体の

侵入持ち出しを許してしまった可能性が考えら

れた。この環境調査の結果について、リーフレ

ットを作成し、病原体を衛生管理区域の内から

外へ持ち出さないよう、豚舎消毒や管理者の衛

生対策について指導を行った。 

（４）家保に求められること 

 このような状況において、家保には農場に立

入り指導する機関として、徹底した危機管理対

策が求められる。そこで、家保の衛生対策を明

確化するためのルール作りが必要と考え、図－

３に示す、衛生管理マニュアルを策定した。 

 

図－３ 衛生管理マニュアル

 

 

２ 衛生管理マニュアル 

（１）衛生管理マニュアルの概要 

 衛生管理マニュアルの概要は表－1 に示すと

おりで、病原体に接触するリスクに応じたリス

クレベルを設定し、そのレベルに合わせた各種

対応について、対策の規定を行った（表－１）。 

 

表－１ 衛生管理マニュアルの概要

１ リスクレベル設定

レベル１：衛生管理区域への立入りなし

レベル２：地域での監視伝染病の発生なし

レベル３：地域での監視伝染病の発生あり
（病性鑑定時は全てレベル３対応）

２ リスクレベル毎の対応を規定

•車両消毒

•衣類

•農場持込資材の衛生的な取扱方法

 

 

リスクレベルについては、まず衛生管理区域

への立入りの有無により区分し、衛生管理区域

への立入りがない場合をレベル１とした。次に、

衛生管理区域へ立入る場合で、地域での監視伝

染病の発生がない場合をレベル２、発生がある

場合をレベル３とした。例外として病性鑑定時

はすべてレベル３とした。また、設定したリス

クレベル毎に、車両消毒や衣類、農場持ち込み

資材の衛生的な取り扱い方法などについて、対

応を規定した。 

（２）衛生対策例 

施設立入り時の衣類について図－４に示す。 

リスクレベル１は、衛生管理区域への立入りが

ないので、普段着ている作業着のままとした。

リスクレベル２になると、衛生管理区域へ立入

るので必ず防疫衣及び長靴を着用し、長靴は立

入り前後で消毒することとした。リスクレベル

３では、リスクレベル２の対応に加え、使い捨

て衣類、靴カバーを着用することとした。 

 

レベル１：
作業着

レベル２：
防疫衣
長靴

レベル３：
防疫衣、使い捨て衣類
靴カバー着用

図－４ 衛生対策例（施設立入時、衣類）
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衣類に関しては、使用後にビニール袋に入れ袋

全体を消毒後、持ち帰ることにしている。 

公用車については、いかなる場合でも、帰庁

後にタイヤおよびタイヤハウス、車内足元のマ

ットの消毒を実施し、さらにリスクレベルに応

じて、図－５に示すような車体や車内の消毒を

実施することとした。 

図－５ 衛生対策例（帰庁後、公用車）

＜車体＞ レベル１：タイヤ周り、タイヤハウスの消毒
レベル２：車両全体を消毒

（タイヤ周り、タイヤハウス、ドアノブは念入りに）
レベル３：同上

7

＜車内＞ レベル１：マットの両面を動噴で消毒し、乾燥
レベル２：上記に加え、貨物スペースをアルコール消毒
レベル３：上記に加え、鍵、運転席、同乗者席等触る

部分をアルコール消毒

 

 

また、マニュアルには、農場立入り時の衛生

対策のほかに、敷地入り口の消毒帯や事務所入

り口の消毒マットの管理法や、公用車について

の定期清掃、消毒についても記載した。 

（３）履行の確認 

 マニュアルに記載された衛生対策が確実に実

施されているか確認するため、チェックリスト

を作成し、確実な履行と衛生管理に努めている。 

 

３ 畜産関係者への波及 

 衛生管理マニュアルの実施により、家保につ

いては、衛生対策の強化が図られているが、他

の農場に立入りする関係者についても衛生対策

の徹底が必要になる。そこで、当所の取組みを、

衛生対策モデルとして関係者に示すことで、衛

生意識の向上を図っている。 

 関係者への波及として、獣医師が参加する研

修会における本取組みの紹介や農家巡回時の指

導への活用がある。農家に対しては、農場立入

り車両の消毒についてのリーフレットを作成

し、説明の際には実演を交えながら重要となる

ポイントについて、具体的に指導を行っている。

また、家保に来所した関係者に対しても、同様

に指導を行っている（図－６）。 

図－６ 農家指導への活用

 

 

４ まとめ 

PED の発生を受け、農家への指導を強化すると

ともに、家保における衛生管理マニュアルを策

定した。マニュアルに基づき対応することで、

職員の危機管理意識の高位平準化が図られた。 

農家などの関係者に対しては、車両消毒の実証

やリーフレット配布により指導を強化し、衛生

意識の向上を図っている。 

今後は、さらに効果的なマニュアルとなるよ

う適宜見直しを行い、関係団体とも共有し取組

みを進め、農家、関係者が一体となった防疫対

策の強化に努めていく。 

 




